平成19年3月8日

コンサルティング業務完了報告（時系列日報）

　　　　　　　　　　　　

（社）滋賀県社会就労事業振興センター　細川隆司

　　

■推進基盤づくり　－会議出席と個別面談－（～１０月）

　９月下旬の職員会議出席時点で、理事会、保護者及び全職員の当事業に対する正しい理解を得ること無くしては、すぐには改善事業に取り組めない状況であると判断。まず保護者、法人理事への説明機会を設けることとした。　　　　　

１０月中旬以降は、職員の当事者意識を醸成するために、職員会議や個別面談及び、職員による外部事業所訪問の機会を多く設け、意識改革を要請。

9/11  あじさい園指導主任八代氏よりコンサルティング要請を受ける。

9/13　東京全社協にて自立支援法実効のためのモデル事業としての

「工賃水準ステップアップ事業」説明会に園長、担当者と出席。

9/19　石田園長、杉山プロジェクト担当者が要請・打合せに当事務所来訪。

9/26　あじさい園理事会に出席。当事業に関して下記概要を説明、決議を得た。

　　　・この事業はあじさい園が、低工賃の現状を改善することを目的に主体的に取り組む事業である。

　　　・工賃水準アップの為に、既存事業の見直し改善と併せて新規事業進出も検討する。

　　　・地域ネットワーク会議は、実効を上げるために事業上の実質的な協力を得られると思われるメンバーを幅広く選定する。

　　　・当事業は、社会とのつながり、企業とのつながり作りを通して、広範囲な社会就労を障害者に提供することで、本来の園の理念と目的を実現するための第１歩である。

   　10/3  あじさい園職員ミーティング

　　　　　　・当事業推進に関する基本認識のための意識改革の必要性を説明。

・各既存事業の現状分析に基づく、課題の発見の必要性を説明。

・新規事業のために必要な施設保有技量の把握、事業化可能性検討の必要性説明。（現状の棚卸）

　　 10/10 第１回地域ネットワーク会議開催

　　　　　　・事業の趣旨説明と具体的に協力を要請。（提携先・取引先紹介等）

　　　　　　・次回開催時、各委員から自発的事業提案を頂けることに。

　　10/13、10/16　10/24職員個別面談実施。

　　　　　・現状の問題点認識（自立阻害要因、低生産性、保護者・職員意識）

　　　　　・現状維持では工賃水準向上は見込めないため、新規事業検討の必要性を重ねて説明。

10/18 保護者会にて、自立支援法、就労支援事業について説明。

· 日中活動的な作業中心の「現状維持を望む声」や「仕事より保護を」と考える父兄に対して、自立のための就労の意義と必要性を園長と共に説明、説得。

　　　10/19　隣町の園芸農場を紹介。職員の情報収集に同行。

■既存事業改善と新規事業検討コンサルティング（１１月～）

　　　11/2　 障害者園芸事業指導実績のある京都府立桂高校見学

　　　　　　　＊桂高校が開発した省水型栽培器の事業化情報収集

11/6　 滋賀県社会就労センター協議会施設長研修会にて事業途中報告

　　　11/6～8既存事業の時系列個人別作業分析と人員配置見直し

 新規取組候補事業の検討

・採算性考慮して３事業計画を検討。（配食、園芸、駐輪場管理）

　　　11/10　就労振興センターネットワーク研修会にて他府県実態情報収集と根本的課題・問題点の洗い出しを実施。（２つの施設会計）

　　　11/13　第２回地域ネットワーク会議開催。委員から２つの事業提案を受ける。

· 不織布ハギレを活用した製品の企画と製造をやればどうか。

· 3級ヘルパー資格取得を勧めてヘルパー派遣事業進出はどうか。（公的支援の用意がある）

　　　11/14　中小企業家同友会ユニバーサル委員会に出席して企業の提携協力を要請。

　　　11/17　既存取引先ゆば八訪問（園長同行）。当事業への支援要請。新事業アイディアを頂く。（支店的役割の「小売業」に進出してはどうか。）

　　　11/15　11/22　11/28　12/4新事業計画の検討・コンサルティング実施

· 当面は10名対象に「配食」、「園芸」、「駐輪場委託管理」の計画と始動に全力を尽くす。

（１０名と限定することへの職員の意見不一致は調整課題）

· 今後3年をメドに、既存事業から採算性を考慮した新規事業への転換を図る。そのための事業検討、情報収集を継続。

　　　12/6 　第３回地域ネットワーク会議開催。中間報告実施。花苗の守山市から市内授産施設への発注予定案件、市内授産施設共同受注に。

　　　12/13　園の担当職員より花苗事業の計画数値下方修正で計画見直し案。市買上げに関して市内授産施設間に配分割当数不満の噴出が理由。減分は元より一般市場開拓すべしと提案するも意欲ダウンの呈。再び福祉的就労議論。工賃アップを望む利用者および保護者の数把握と意思の確認のため、職員による再度の保護者面接を実施するよう依頼。結果集計後の職員会議に結論を委ねる。今後職員のグループ分け（生活支援と就労支援）といった事態も想定。

　　　12/15　東京にて中間報告会。「利用者を全員対象とする」から「手を上げた人を対象」に切り替えてから工賃アッププロジェクトがスムーズになった、との他所の発表を聞き園長も方向性を決める。

　　　12/20　新規３事業の計画検討。既存作業食品袋詰めグループの衛生事故発生の影響で職員異動、花苗担当職員も変更に。

　　　12/27　花苗の新担当職員の計画についてコンサルティング。収益事業からはずして福祉就労の場とする内容になっており数値目標大幅ダウン。今年度は意欲的な取組みは無理と判断し、継続検討事業に位置付けを変更。当面は新規は２事業。

駐輪場管理担当者への集合接客訓練実施。期間計画確認。

配食事業の実施計画確認。将来の方向性確認。

　　　1/10 　駐輪場管理のマニュアル化を検討。警備・安全管理関連資格について情報整理。4月以降の派遣数見込み確認。（３名枠）

　　　　　　 配食、自転車とも障害者は意欲満々との報告にひと安心。みんなの顔色が変わってきた。既存事業の方向性については、社会とのつながり強化（市民への施設設備開放と滋賀の環境施策連動）から生み出せるものについて検討。

　　　1/17　 既存事業の活性のあり方について。第４回地域ネットワーク会議開催。今回から新規事業、既存事業の２グループ分け会議に変更。既存事業は福祉的就労域での提案が多くなる傾向。

　　1/24.31　和紙関連事業の情報収集と商品化検討。大津絵作家との提携、楽天内に設ける「福祉ドットコムショップ」への参加活用策。花苗事業に替わる収益源となる商品・技術の検討。（和紙関連）

　　　2/7　　淡海環境保全財団とヨシ和紙活用の竹うちわ製作販売について商談。滋賀の地場産業再生の動きとの連動案、全国うみづくりまつり関連商品化。配食は訓練が思うように進まず、協力者も見つからない不安の相談。他の新規担当職員から、外部事業所での就労契約の情報。訓練兼ねた外部就労派遣は賃金も得られると提案あり。検討。

2/14　　びわ湖淀川流域紙、大津絵うちわ、手漉き和紙直筆大津絵頒布会など楽天向け商品開発相談。

　　　　　　第５回地域ネットワーク会議開催。配食弁当試食。商品価値評価は厳しい結果に。単なる弁当の域を出ず介護サービスなどとの組合わせなど当初から差別化路線を確定すべきとの意見。サラリーマンは狙えない。

　2/21　　施設理念の見直しと全職員共有の必要性確認。具体的な理念・方針策定のもとにステップアップ事業の次年度継続を提案。職員処遇に関連する目標管理の導入提案。

2/23  　園長との施設理念の見直しミーティング。福祉の専門性と就労事業の専門性両立の施設を目指す方向になる（園長）とのこと。段階的に専門性を上げるためのプログラムが必要になる。

　　　　　理念の表現はより具体的に、実現性を追求する。職員、理事全員での再検討機会をもつのが望ましい。

　2/27　　前回に続き園長と理念、方針、次年度課題について。具体的に状態がイメージできる表現検討。就労と生活支援の多機能型が「あじさい園」の進むべき道とする結論に。

　　　　　外部での配食事業訓練はすぐにでも受け入れＯＫとの情報（最低賃金確保可能）。25日にファミリーマート新聞発表の「弁当お届け高齢者安否確認報告事業」について、今後、事業研究と連携の可能性を探る。

　3/5　　 新規事業進捗確認と報告書作成。

